
障害児・知的障害者福祉施策

概　　要 障害児施設・サービスの概要障害児施設・サービスの概要
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　知的障害の児童を入所させて、保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与える施設

　自閉症を主たる症状とする児童を入所させて保護するとともに、独立自活に必要な知識
技能を与える施設

　知的障害の児童を日々保護者のもとから通わせて、保護するとともに、独立自活に必要
な知識技能を与える施設

　盲児（強度の弱視児を含む）を入所させて、保護するとともに、独立自活に必要な指導
又は援助をする施設

　ろうあ児（強度の難聴児を含む）を入所させて、保護するとともに、独立自活に必要な指導又は援助をする施設

　強度の難聴の幼児を保護者のもとから通わせて指導訓練を行う施設

　上肢、下肢又は体幹の機能障害のある児童を入所させて治療するとともに、独立自活に
必要な知識技能を与える施設

　上肢、下肢又は体幹の機能障害のある児童を通所させて治療するとともに、独立自活に
必要な知識技能を与える施設

　病院に入院することを要しない肢体不自由のある児童であって、家庭における養育が困
難なものを入所させる施設

　重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童を入所させて保護するととも
に、治療及び 日常生活の指導をする施設

　心身障害の相談・指導・診断・検査・判定等を行うとともに、時宜を失うことなくその
障害に応じた療育訓練を行う施設、複数の児童福祉施設の複合体

　障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行う。
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資料：厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部「知的障害児（者）基礎調査」 
（注） 人口千人対の知的障害児（者）数算出の基礎人口は、総務省統計局の「国勢調査」の人口を用いた。

資料：施設数・在所者数については、厚生労働省大臣官房統計情報部「社会福祉施設等調査」（平成21年）による。
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